
令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 4 月 8 年 3 月 （ 1 年 0 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

関係団体等へのヒアリング ） ）

２　市民参加方法の予定と実績
（２）パブリックコメント

7 年 11 月頃 ～

日間 日間

件 件 人

8 年 2 月頃

0

令和

備考

予　定（R7） 実　績（R7）

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.11.17 R7.12.16

想定件数

結果公表時期

様式１－１

Ｎｏ． 1 対象事項 安城市犯罪被害者等支援条例の策定

課名 市民安全課 対象区分 （１）条例の制定・改廃

ガイドライン

の遵守

予　定（R7） 実　績（R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等） （効果があった点等）

支援対象となる者が限定的であるため、犯罪被

害当事者団体やその支援団体からのヒアリング

が主となるが、パブリックコメントも実施する

ことで、市民の意見も取り入れるよう努める。

ｅモニター及びパブリックコメントを実施し、広く市

民に意見聴取をした。

備考 備考

結果公表URL:

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/

bosaibohan/bohan/higaisyashien-

publiccomment.html

R8.3.1

ウェブサイト等に意見がなかった旨を

掲載

１　概要

実施期間

市民参加の

手法

予　定（R7） 実　績（R7）

その他（

令和 ～令和

対象事項の

概要
（仮称）安城市犯罪被害者等支援条例を策定する。

その他（
関係団体等へのヒアリング、

ｅモニター

5

日数 30 日数

0

結果公表時期

30

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、市民安全課窓口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式LINE、

市民交流センター、中央及び地区公民

館（11か所）図書情報館（アンフォー

レ内）、市民安全課窓口

青少年の家、保健センター、東祥ア

リーナ安城、あんぱ～く、あんステッ

プ♬、社会福祉会館、各福祉センター

提出件数

工夫点
市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする
意見の反映

実績欄（太枠内）の太字は、

予定からの変更点です。
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（５）その他（ヒアリング）

7～８ 年 6,8,1 月頃 令和7~8年6月、7月、1月

（５）その他（eモニター）

年 月頃 ～

部 人

なし

令和 調査時期 R7.6.16 R7.6.23

調査方法 調査方法 ｅモニター登録者へ依頼

抽出方法 事務局から依頼した団体 抽出方法 事務局から依頼した団体

調査方法 面談形式

予　定（R7） 実　績（R7）

調査対象
犯罪被害当事者団体、民間支援団体、

弁護士、大学教授、警察署等
調査対象

犯罪被害当事者団体、民間支援団体、

弁護士、大学教授、警察署等

調査方法

３　実施期間以外での市民参加の実績について

備考 備考

活用方法
条例案及び要綱案の策定するうえで、

参考とする
意見の反映

条例案及び要綱案の策定に、関係団体

の意見を反映した。

予　定（R7） 実　績（R7）

調査対象 調査対象 ｅモニター登録者

抽出方法 抽出方法

調査時期

調査時期 令和 調査時期

備考 備考

（回収率回答者数 部 （回収率 ％） 回答者数 933 90.4 ％）人

意見の反映 意見の反映 市民の意見を条例に反映した。

登録者数 登録者数 1,031

面談形式

予定調査時は

未定
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

・

・

課名 市民安全課 対象市民 全安城市民

様式１－２

Ｎｏ． 1 対象事項 安城市犯罪被害者等支援条例の策定

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

決算額 R7:      162 千円

上記の理由

関係法令（犯罪被害者等基本法、愛知県犯罪被害者等支援条例）と

の整合を図る必要があるものの、市の現状にあわせて策定できるた

め。

【事業概要及びスケジュール】

■条例の概要

犯罪被害者等支援のための施策を総合的かつ計画的に推進し、犯罪被害者等の心に寄り添い、犯罪被

害者等の権利利益の保護及び受けた被害の軽減又は回復を図り、市民が安全で安心して生活すること

ができる地域社会の実現に寄与するための条例

《策定に関する掲載ページ：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/bosaibohan/bohan/hanzaihigaisyatoushientorikumi.html》

《策定に関する掲載ページID：30004》

2月

■制定の根拠（背景）

犯罪被害者等基本法第5条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏ま

えて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

■策定期間における市民参加のスケジュール

R7年度

4月 5月 6月 7月 8月

　基本理念、市の責務や市民の役割、経済的負担の軽減や居住の安定などといった犯罪被害者等のた

めの施策などを盛り込む予定。

3月

eモニ

ター

ヒアリン

グ①

ヒアリング②
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ

9月 10月 11月 12月 1月

ヒアリング③

■補足説明・概要

　犯罪被害者及びその家族又は遺族に対する支援施策や市及び市民等の責務などを明記し、市全体で

犯罪被害者等を支える姿勢を示すため新たに制定するもの。
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 4 月 8 年 3 月 （ 1 年 0 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

その他（関係団体へのヒアリング ） その他（関係団体へのヒアリング ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

4 人 ： 4 人 4 人 ： 4 人

回 回

無 無

様式１－１

Ｎｏ． 2 対象事項 第5次安城市子ども読書活動推進計画の策定

課名 アンフォーレ課 対象区分 （２）計画の策定・変更

市民参加の

手法

予　定（R7） 実　績（R7）

（効果があった点等）

市民参加の手法を複数組み合わせ、市民の多様

な意見が反映されるよう努める。

パブコメの実施を、関連する年齢の子ども達やその保

護者、関係する団体等に個別で周知したことで、計画

自体の周知にもつながった。

１　概要

対象事項の

概要
安城市第4次子供読書活動推進計画の計画期間(R3年度～R7年度)満了に伴い改定を行う。

ガイドライン

の遵守

予　定（R7） 実　績（R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間 令和 ～令和

予　定（R7） 実　績（R7）

委員任期 R6.5.1 R8.4.30 委員任期 R6.5.1 R8.4.30

備考

審議会等の名称 安城市図書館協議会 設置根拠 法律・条例

開催日 R7：７、９、１１、３月 開催日 R7：7/31、９/19、11/6、3/16

回数 4 回数 4

委員構成内訳

公募市民3人、家庭教育関係者2人、

学識経験者1人、学校教育関係者1

人、社会教育関係者1人

委員構成内訳

公募市民3人、家庭教育関係者2人、

学識経験者1人、学校教育関係者1人、

社会教育関係者1人

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

内容 素案作成、パブリックコメントについて等 内容 素案作成、パブリックコメントについて等

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

備考

審議会URL

https://www.library.city.anjo.aichi.jp/pla

n_report/plan/toshokankyogikai/index.h

tml

備考

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 計画改定のための資料 意見の反映
協議会での意見を踏まえ、計画に反映し

た。
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（２）パブリックコメント

7 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 （前回　２名 ３件） 件 人

8 年 3 月頃 ～

（５）その他（アンケート）

7 年 5 月頃

（５）その他（ヒアリング）

7 年 7 月頃 ～

＜令和６年度実績＞

・アンケートを小、中、高合わせて約800人、保育園、こども園の保護者約200人に実施済み。

予　定（R7） 実　績（R7）

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.12.14 R8.1.14

日数 30 日数 32

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、

市公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、KEYPORT、市民協働課窓口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE、

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、KEYPORT

計画の対象年齢の子どもの保護者に周知す

るため、小中学校児童生徒については保護

者連絡ツールtetoruを、保育園、こども園

の園児については公立園は業務支援システ

ムHOICTを活用した。また、私立園は園

長経由で周知を依頼した。

想定件数 3 提出件数 6 3

工夫点

図書サービスポイントを含む公共施設等

に設置し、より多くの市民の目に触れる

ようにする

・市民協働課が実施するパブリックコメ

ントに関するｅモニターアンケートに掲

載を依頼し、計画の周知を図る

意見の反映

パブリックコメントの意見を踏まえ、

より分かりやすい表現となるよう一部

反映した。

結果公表時期 令和 結果公表時期 R8.3.1 R8.3.31

調査対象 調査対象 安城市立中学校

抽出方法 抽出方法 事務局から依頼した学校

備考 備考

結果公表URL：

https://www.library.city.anjo.aichi.jp/oshira

se/kodomodokusho5pcc.html

予　定（R7） 実　績（R7）

調査数 調査数 各学年１クラス×2校

活用方法 意見の反映 計画改定のための資料

調査方法 調査方法 タブレットによる入力

調査時期 調査時期 令和

調査対象 図書館登録ボランティア団体 調査対象 図書館登録ボランティア団体

抽出方法 事務局から依頼した団体 抽出方法 事務局から依頼した団体

備考 備考

予　定（R7） 実　績（R7）

調査方法 面談形式 調査方法 書面形式

調査時期 令和 調査時期 令和7年12月 令和8年1月

備考 備考

３　実施期間以外での市民参加の実績について

調査数 19団体 調査数 9団体

活用方法 計画改定のための資料 意見の反映 なし

予定調査時は

未定
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

・

・

<第5次安城市子ども読書活動推進計画体系>

　基本方針　すべての子どもがあらゆる機会と場所において自主的に読書活動を行えるよう、

　　　　　　　発達段代に応じて、本と出会える「環境」の整備と、「機会」の創出に取り組む

　計画目標　今回調査値に比べ子どもの不読率を低減させる

■補足説明・計画の概要

安城市の現状を把握するため、R6年度に初めて実施した実態調査（アンケート）の回答を元に、国や

県、他市と比較し、実態に沿った課題の洗い出しと、その解決を目標とした計画とする。

･ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ

･ﾋｱﾘﾝｸﾞ

中学校追加

アンケート

協議会③ 協議会④

12月 1月 2月 3月

協議会②

■策定期間における市民参加のスケジュール

R７年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

協議会①

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

全ての子どもに本の楽しさと出会いの場を提供し、子どもの発達段階に応じた読書活動の推進と読書

環境の整備を計画的に実施するための計画

《策定に関する掲載ページ：

https://www.library.city.anjo.aichi.jp/plan_report/plan/toshokankyogikai/index.html》

《策定に関する掲載ページID：外部ページのためなし》

■策定の根拠（背景）

子どもの読書活動の推進に関する法律　第9条第2項

市町村は、子ども読書活動推進基本計画（都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているとき

は、子ども読書活動推進基本計画及び都道府県子ども読書活動推進計画）を基本とするとともに、当

該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動

の推進に関する施策についての計画（以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。）を策定する

よう努めなければならない。

■計画期間

令和8年度～令和12年度（5か年）

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

決算額 R7:　　253 千円

上記の理由
法令等による制限がなく、市の現状に合わせて策定可能であ

るため。

課名 アンフォーレ課 対象市民 全安城市民

様式１－２

Ｎｏ． 2 対象事項 第5次安城市子ども読書活動推進計画の策定
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 3 月 8 年 3 月 （ 1 年 1 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

アンケート ） その他（ アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

14 人 ： 4 人 13 人 ： 5 人

回 回

無 無

備考

※令和5年度末の予定照会時は未定のため

令和6年度予定未評価
備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/simin

sankatokyodo/siminsanka/singikai/kankyo

usingikai/index.html

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 計画改定案の審議 意見の反映

計画の改定方針やアンケート内容、改

定案について審議を行い、計画に反映

させた。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

回数 4 回数 4

内容

R6：改定方針、アンケートについて

R7：改定案、パブリックコメントに

ついて

内容

R6：改定方針、アンケートについて

R7：改定案、パブリックコメントに

ついて

開催日
R6：３月

開催日
R6：3/14

R7：10、12、3月 R7：10/22、12/4、3/17

委員構成内訳

公募市民3人、学識経験者2人、各種

団体の代表者12人、関係行政機関の

職員1人

委員構成内訳

公募市民3人、学識経験者2人、各種団

体の代表者12人、関係行政機関の職員

1人

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

予　定（R6※,R7） 実　績（R6,R7）

委員任期 R5.10.20 R7.10.19 委員任期 R7.10.20 R9.10.19

備考 ※令和5年度末の予定照会時は未定のため令和6年度予定未評価

審議会等の名称 安城市環境審議会 設置根拠 法律・条例

市民参加の

手法

予　定（R6※,R7） 実　績（R6,R7）

その他（

（効果があった点等）

市民参加の手法を3つ組み合わせ、市民の多様

な意見が反映されるよう努める。

審議会の開催、アンケート調査及びパブリックコメン

トにより、市民・事業者・学識経験者等の多様な意

見を計画に反映できた。

１　概要

対象事項の

概要

計画に「社会情勢の変化などを勘案し、概ね5年を目処に適宜改定を行う。」と記載してい

るため、計画策定から5年目にあたる令和7年度に改定を行う。

様式１－１

Ｎｏ． 3 対象事項 第2次安城市環境基本計画の改定

令和 ～令和

課名 環境都市推進課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ガイドライン

の遵守

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間

7



（２）パブリックコメント

7 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 （前回9件　3人） ①16件４人

8 年 3 月頃 ～

（５）その他（アンケート）

7 年 5 月頃 ～

部

部
部

郵送 部

Web 部

7 年 10 月頃結果公表時期 令和 結果公表時期 令和８年３月

回収数

①352

②117
（回収率 40.25 ％）

①271

②65

配布予定数
①市民:2,000

②事業者:400
配布数

①1,600

②400

回収見込数
①市民:800

②事業者:160

部

部
（回収率 40 ％）

調査方法 調査票郵送配布、郵送・web回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送・web回収

調査時期 令和 調査時期 R7.5.7 R7.5.30

調査対象
①市内在住18歳以上の男女、②市内

事業者
調査対象

①市内在住18歳以上の男女②市内事業

者

抽出方法 無作為抽出 抽出方法 無作為抽出

備考 備考

結果公表URL

https://www.city.anjo.aichi.jp/

shisei/keikaku/epubliccommen

t.html

予　定（R7） 実　績（R7）

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの

市民の目に触れるようにする

・市公式LINEを活用し、オンライン

回答の周知に努める

・市民協働課が実施するパブリック

コメントに関するｅモニターアン

ケートに掲載を依頼し、計画の周知

を図る

意見の反映
意見を参考に、計画の内容を一部修正

した。

結果公表時期 令和 結果公表時期

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、

市公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、環境都市推進課窓口

周知方法

（設置場所）

①環境基本計画改定版

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式LINE、

市民交流センター、中央及び各地区公

民館（11か所）、図書情報館（アン

フォーレ内）、環境都市推進課窓口、

青少年の家、東祥アリーナ安城、あん

ぱ～く、教育センター、社会福祉会

館、エコきち（柿田公園管理事務所

内）、清掃事業所、図書情報館コラボ

展示

②環境基本計画こども版

同上、安城市こども・若者・子育て応

援公式インスタグラム、小中学校向け

チラシ

想定件数 10 提出件数

R8.3.1 R8.3.31

②７件７人

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.12.15 R8.1.15

日数 30 日数 32

予　定（R7） 実　績（R7）

8



なし

備考 備考

３　実施期間以外での市民参加の実績について

活用方法 安城市の現状及び計画進捗の把握 意見の反映
計画の基礎資料として現状及び計画進

捗を把握することができた。
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

・

《策定に関する掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/keikaku/kankyokihonkeikaku.html》

・

現行計画の基本理念は維持しながら、計画期間前期４年間の進捗状況や社会情勢の変化を踏まえ、計画記載

内容の見直しを実施する。

＜第2次安城市環境基本計画＞

環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を目的とする。

目指すまちの姿 「環境負荷の少ない、人と自然が共生しているまち」

柱１　生活環境保全

　 ①きれいな空気を保つ　②水環境を良くする　③騒音・振動・悪臭などを防止する

柱２　自然・都市共生

①農地・水辺地を守る　②樹木・草花を生み出す

柱３　資源循環

①ごみの発生を抑制する　②リサイクルを推進する　③適正なごみ処理を行う

柱４　地球温暖化対策

①省エネルギーに取り組む　②再生可能エネルギーを活用する　③ガソリンなどの使用量を減らす

土台　環境学習・環境行動

①情報を発信する・収集する　②学ぶ・体験する　③行動する

課名 環境都市推進課 対象市民 全安城市民

様式１－２

Ｎｏ． 3 対象事項 第2次安城市環境基本計画の改定

意見を反映できる余地 余地がある　・　ある程度余地がある　・　あまり余地がない

決算額 R7：　3630 千円

上記の理由 既にある計画の改定のため。

■策定期間における市民参加のスケジュール

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

安城市環境基本条例に基づき、環境の保全及び創造に関する施策を定める。

《策定に関する掲載ページID：5040》

■策定の根拠（背景）

安城市環境基本条例第9条

市長は、環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、安城市環境基本計

画（以下「環境基本計画という。）を定めなければならない。

■計画期間

令和3（2021）年4月～令和13（2031）年3月　（10か年）

R６年度

R７年度

3月

審議会①

3月4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

審議会④審議会② 審議会③

■補足説明・現行計画の概要

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
アンケート
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 4 月 8 年 3 月 （ 1 年 0 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

） その他（ ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

10 人 ： 2 人 10 人 ： 2 人

回 回

無 無

備考 備考

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 プラン改訂のための基礎資料 意見の反映
計画改定の方針について審議を行い、

改定案に意見を反映した。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

内容 素案作成、パブリックコメント 内容 素案作成、パブリックコメント

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

開催日 R7：7、9、1月 開催日 R7：7、10、11、2月

回数 3 回数 4

委員構成内訳

公募市民2人、学識経験者5人、公共

的団体等の代表者2人、関係行政機関

の職員3人

委員構成内訳

公募市民3人、学識経験者4人、公共的

団体等の代表者2人、関係行政機関の

職員3人

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

予　定（R7） 実　績（R7）

委員任期 R7.7.1 R8.3.31 委員任期 R7.7.1 R8.3.31

備考

審議会等の名称 雨水マスタープラン策定審議会 設置根拠 法律・条例

市民参加の

手法

予　定（R7） 実　績（R7）

その他（

（効果があった点等）

委員の市民公募及びパブリックコメントの実施

により市民の意見を反映させる。

公募市民を委員として選出したことで、多角的な視点

で計画の見直しを行うことができた。

１　概要

対象事項の

概要

第２次安城市雨水マスタープランについて、施策の進捗状況等を踏まえた中間評価を行い、

部分的な改訂を検討する。

様式１－１

Ｎｏ． 4 対象事項 第2次安城市雨水マスタープランの見直し

令和 ～令和

課名 土木課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ガイドライン

の遵守

予　定（R7） 実　績（R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間
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（２）パブリックコメント

7 年 11 月頃 ～

日間 日間

件 （前回6件　4人） 件 人

8 年 1 月頃 ～

なし

備考 備考

結果公表URL

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/jo

reikeikaku/usuimasterplan/meeting/pu

bliccomment.html

３　実施期間以外での市民参加の実績について

工夫点

・目に付きやすい場所に意見募集の案内

を掲示する

・市民が分かりやすい資料を供覧する

意見の反映
ウェブサイト等に意見がなかった旨を

掲載

結果公表時期 令和 結果公表時期 R8.2

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、土木課窓口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、土木課窓口

想定件数 2 提出件数 0 0

意見募集期間 令和 意見募集期間 R8.1.5 R8.2.4

日数 30 日数 30

予　定（R7） 実　績（R7）
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

・

《策定に関する掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joreikeikaku/usuimasuterplan.html》

・

・

・

【理念】 あめの恵みを活かす安城

【基本方針】市民、事業者及び行政が協働して、あまみずを水資源として捉え、さらに防災・減災の

視点を取り入れた雨水対策を推進する。

【目標】 ① 平成20年8月末豪雨と同等の豪雨に対し、家屋の浸水被害を解消する。

② 想定し得る最大規模（1000年確率規模以上）の降雨により大規模水害が発生しても

死者を出さない（逃げ遅れゼロ）。

＜見直しポイント＞

・ 気候変動の影響による降雨量の増大を考慮するとともに、施策の進捗状況を踏まえ、詳細な浸水

シミュレーション結果に基づく地域の浸水リスクや目標値の検証を行う。

・ 新規事業として、下水道ストックマネジメントや止水板等の取組内容を盛り込む。

課名 土木課 対象市民 全安城市民

様式１－２

Ｎｏ． 4 対象事項 第2次安城市雨水マスタープランの見直し

意見を反映できる余地 余地がある・ある程度余地がある・あまり余地がない

決算額 R7:　８,195 千円

上記の理由 市の現状に合わせて改訂できるため。

令和3年度～令和12年度　（10か年）　※令和7年度に中間評価

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

雨水対策の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画

《策定に関する掲載ページID：22742》

■策定の根拠（背景）

行政の雨水対策だけでは豪雨災害は防ぎきれない

土地利用の変化に伴う雨水流出量の増加と地下水涵養量の減少

下水道の整備や農業用水のパイプライン化に伴う河川維持流量の減少

■計画期間

■策定期間における市民参加のスケジュール

R７年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

■補足説明・現行計画の概要

審議会② 審議会③
ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
審議会④審議会①
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 1 月 7 年 7 月 （ 0 年 7 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

） その他（ ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

6 人 ： 3 人 6 人 ： 3 人

回 回

内容
・適正な水道料金のあり方について

・経営戦略の見直しについて
内容

・適正な水道料金のあり方について

（R5：2/13

　R6：6/25、7/22、10/7、11/18）

・経営戦略の見直し（R6：1/22、

3/26）

・パブリックコメント（R7：7/14）

開催日

R5：2/13

R6：6/25、7/22、10/7、

11/18、1/22、3/26

開催日

R5：2/13

R6：6/25、7/22、10/7、

11/18、1/22、3/26

R7：7/14

回数 7 回数 8

委員構成内訳
公募市民2人、学識経験者3人、

各種団体の代表者4人
委員構成内訳

公募市民2人、学識経験者3人、

各種団体の代表者4人

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

委員任期 R6.7.11 R8.7.10 委員任期 R6.7.11 R8.7.10

備考 ※令和5年度末の予定照会時は未定のため令和6年度予定未評価

審議会等の名称 水道事業及び下水道事業審議会 設置根拠 法律・条例

その他（

（効果があった点等）

市民参加の手法を2つ組み合わせ、市民の多様な

意見が反映されるよう努める。

審議会及びパブリックコメントを行なったことによ

り、市民・事業者・学識経験者等様々な立場の委員か

ら意見を聞き取り、経営戦略の改定に向けて有効活用

することができた。

１　概要

対象事項の

概要

「適正な水道料金のあり方」で審議した水道料金改定の内容を令和5年8月に策定した現経営

戦略に反映する。

予　定(R6※,R7） 実　績（R6,R7）

様式１－１

Ｎｏ． 5 対象事項 安城市水道事業経営戦略の見直し

令和 ～令和

課名 水道業務課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ガイドライン

の遵守

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間

市民参加の

手法

予　定(R6※,R7） 実　績（R6,R7）
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無 無

（２）パブリックコメント

7 年 5 月頃 ～

日間 日間

件 （中間見直しでは0件） 件 人

7 年 7 月頃 ～

＜令和５年度実績＞ 審議会１回開催(2/13）

＜令和６年度実績＞

備考 備考

結果公表URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/

suido/keieisennryaku.html

３　実施期間以外での市民参加の実績について

工夫点 見直した箇所をわかりやすく示す 意見の反映

計画の内容には反映しなかったが、市

民の意見・質問に対し市の考え方を回

答した。

結果公表時期 令和 結果公表時期 R7.8.1

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、水道業務課窓口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民

館（11か所）、図書情報館（アン

フォーレ内）、水道業務課窓口、社会

福祉会館、青少年の家、東祥アリーナ

安城

想定件数 未定 提出件数 3 3

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.5.16 R7.6.15

日数 30 日数 31

備考
※令和5年度末の予定照会時は未定のため

令和6年度予定未評価
備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/

suido/gesuido/singikai/singikai.html

予　定（R7） 実　績（R7）

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法
意見を参考に水道料金改定案を作成し、

その内容を経営戦略に反映させる
意見の反映

経営戦略の構成、水道料金の改定内容など

へ意見を反映した。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

審議会４回開催(6/25、7/22、10/7、11/18）
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

R6:

R7:

・

・

・

・

■補足説明・現行計画の概要

経営の基本方針

1 暮らしを支え、信頼され続ける水道【持続】

ア 経営基盤の強化

イ 老朽化対策の強化

ウ 広域連携の推進と技術の継承

エ 水道サービスの向上

2 安全で安心して使える水道【安全】

課名 水道業務課 対象市民 全安城市民

様式１－２

Ｎｏ． 5 対象事項 安城市水道事業経営戦略の見直し

意見を反映できる余地 余地がある・ある程度余地がある・あまり余地がない

決算額

13,374

千円

上記の理由 市の現状に合わせて見直しを実施するため。 234

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

「適正な水道料金のあり方」で審議した水道料金改定の内容を令和5年8月に策定した現経営戦略に

反映する。

《策定に関する掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/kurasu/suido/keieisennryaku.html》

《策定に関する掲載ページID：20195》

審議会①

■策定の根拠（背景）

県営水道料金の値上げ、原材料費やエネルギーコストの上昇などの外部要因が水道事業運営コストの

上昇を引き起こした。加えて、人口減少による水道料金収入の推計見直しも必要となるなど、経営環

境が変化している。

令和６年の能登半島地震後、改めて水道管の耐震化工事の必要性が高まり、主要な水路や病院・避難

所への配水管路の耐震化と、全避難所への応急給水装置設置を優先的に進めることとなったため、こ

れらの整備に係る投資額や財源等を検討する必要性が生じた。

上記などを理由に「適正な水道料金のあり方について」が審議され、その結果を現行の経営戦略に反

映させるため。

■計画期間

令和5年度～令和14年度（10か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

２月 ３月

R5年度

9月 10月

R6年度

11月 12月 1月 2月 3月4月 5月 6月 7月 8月

審議会④審議会② 審議会➂ 審議会⑤ 審議会⑥ 審議会⑦

R７年度

4月 5月 6月 7月 ８月 ９月 １０月

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ
審議会⑧
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ア 水源及び水質の安全性確保の充実

3 災害に強く、安定供給ができる水道【強靭】

ア 水道施設の耐震化

イ 危機管理体制の強化
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

6 年 4 月 8 年 3 月 （ 2 年 0 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

アンケート ） その他（ アンケート ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

12 人 ： 6 人

R7：6/26、8/21、10/30、2/12

回 回

無 無

備考 備考

議事録URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/jor

eikeikaku/syougaigakusyu.html

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 プラン策定のための基礎資料 意見の反映
意見を参考にした素案の構成、内容と

した。

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

内容
R6：現計画進捗管理、ｱﾝｹｰﾄについて

R7：素案作成、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄについて
内容

R6：現計画進捗管理、ｱﾝｹｰﾄについて

R7：素案作成、ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄについて

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

開催日
R6：8、3月

開催日
R6：10/3、2/14

R7：6、８、11、2月

回数 8 回数 6

委員構成内訳 公募市民4人、社会教育関係者11人 委員構成内訳 公募市民4人、社会教育関係者14人

委員の男女比 （男性：女性） 未定 委員の男女比 （男性：女性）

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

委員任期 R6.4.1 R8.3.31 委員任期 R6.10.1 R8.3.31

備考

審議会等の名称 生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）策定委員会 設置根拠 規則・要綱等その他

市民参加の

手法

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

その他（

（効果があった点等）

原則として、委員には、公募の市民を含む。

アンケートは回答しやすい内容を検討する。

アンケート調査やワークショップを行い、市民の意見

を計画策定に活用することができた。

１　概要

対象事項の

概要
安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）を策定する。

様式１－１

Ｎｏ． 6 対象事項 安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）の策定

令和 ～令和

課名 生涯学習課・スポーツ課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ガイドライン

の遵守

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

実施期間
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（２）パブリックコメント

7 年 12 月頃 ～

日間 日間

件 （前回６件　１人） 件 人

8 年 2 月頃 ～

（４）ワークショップ

7 年 月頃

回 回

人 人／回 計 54 人

周知方法 広報あんじょう、市公式ウェブサイト 周知方法
広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式LINE

成果物の公開 公開 非公開 成果物の公開 公開 非公開

傍聴 公開 非公開 傍聴 公開 非公開

メンバーの公募 する しない メンバーの公募 した しなかった

人数 25 人数 約14

構成内訳 公募市民 構成内訳 公募市民13人、策定委員7人

場所 へきしんギャラクシープラザ 場所 へきしんギャラクシープラザ

内容 生涯学習についてのワークショップ 内容
生涯学習・スポーツについてのワーク

ショップ

開催日 令和 2~9 開催日

R６：3/1

R７：4/26及び5/10（半人数ずつ分科

会実施）、5/24

回数 4 回数 4

備考 備考

掲載URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/manabu/

shogaigakushu/shogaigakushusportspu

bliccomment.html

スケートボード施設の設置や、プロスポー

ツ選手との交流機会の創出、職場体験や農

業などの講座開催への要望を把握した。

予　定（R6,R7） 実　績（R6,R7）

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市

民の目に触れるようにする

・市民協働課が実施するパブリックコ

メントに関するｅモニターアンケート

に掲載を依頼し、計画の周知を図る

意見の反映

アーバンスポーツの意味が分からない

という意見があり、計画に注釈を追加

した。また、スケートボード施設の設

置や、プロスポーツ選手との交流機会

の創出、職場体験や農業などの講座開

催への要望を把握した。

結果公表時期 令和 結果公表時期 R8.3.1 R8.3.31

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式LINE

公民館（11か所）等公共施設

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイ

ト、市公式ＬＩＮＥ

へきしんギャラクシープラザ（文化セ

ンター）、中央及び各地区公民館（11

か所）、青少年の家、図書情報館（ア

ンフォーレ）、東祥アリーナ安城、市

スポーツセンター、マーメイドパレ

ス、歴史博物館、教育センター、市民

交流センター、各小中学校（子供向け

概要版のみ）

想定件数 未定 提出件数 85 83

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.12.14 R8.1.14

日数 30 日数 32

予　定（R7） 実　績（R7）
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（５）その他（アンケート）

① ～

② ～

③ ～

④

⑤ ～

部

部

部

部

部

① 部 （ 39.6 ％）

紙 部

電子 部

② 部 （ 64.0 ％）

電子 部

③ 部 （ 93.3 ％）

電子 部

④ 部 （ - ％）

紙 部

⑤ 部 （ - ％）

紙 部

電子 部

6 年 11 月頃 7 年 2 月頃

318

75

22

53

結果公表時期 令和 結果公表時期 令和

1,121

461

2,268

2,268

672

672
回収見込数 1,500 部 （回収率 50 ％） 回収数

1,582

318

配布予定数 3,000 部 配布数

①4,000

②3,541

③  720

④    －

調査時期

R6.10.23

R6.11.5

R6.11.15

R6.12.9

⑤    －

調査方法 調査票郵送配布、郵送・web回収 調査方法

①調査票郵送配布、郵送・web回収

②③学校を通じて配布、web回収

④学校を通じて配布、回収

⑤団体への郵送、メール、関連施設に

アンケート設置、郵送・web回収

調査時期 令和 6 年 9 月頃

R6.12.6 R6.12.20

R6.11.15

R6.11.22

R6.12.20

、10、11

調査対象 15歳以上市内在住者 調査対象

①18歳以上市内在住

②中学生

③高校生

④小学生

⑤市民団体・スポーツ団体

抽出方法 無作為抽出 抽出方法

①無作為抽出

②市内中学１年生、２年生

③市内高校１校

④市スポーツ事業実施校

⑤生涯学習及びスポーツ事業の関係団

体、並びに、公共施設を利用する団体

備考 備考

掲載URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shise

i/joreikeikaku/syougaigakusyu.html

予　定（R6） 実　績（R6）

活用方法 プラン策定のための基礎資料 意見の反映
ワークショップにおいて考案されたプロ

ジェクトを計画に反映した。
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３　実施期間以外での市民参加の実績について

　　なし

活用方法 プラン策定のための基礎資料 意見の反映

あらゆる世代の市民の意見を集めるこ

とができ、プラン策定のための基礎資

料とすることができた。

備考 備考
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

R6:

R7:

・

《策定に関する掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/joreikeikaku/syougaigakusyu.html》

・

基本目標

① 人づくり 学び・スポーツに自ら関わる人を増やし、育てる

② つながりづくり 学び・スポーツを通じて地域を盛り上げ、絆を深める

③ 環境づくり 学び・スポーツを誰もが楽しめる仕組みを作り、広める

様式１－２

Ｎｏ． 6 対象事項 安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）の策定

課名 生涯学習課・スポーツ課 対象市民 全安城市民

【事業概要及びスケジュール】

■計画（条例）の概要

生涯学習及びスポーツ振興が相互に連携でき、総合的かつ計画的に施策を推進していく計画

《策定に関する掲載ページID：5575》

■策定（制定）の根拠（背景）

意見を反映できる余地 余地がある・ある程度余地がある・あまり余地がない

決算額

5,390 千円

上記の理由 市の現状に合わせて策定できるため。 5,445 千円

第9次安城市総合計画の個別計画及びその教育分野を定めた安城市教育大綱の分野別計画

■計画期間

令和8年度～令和14年度（7か年）

■策定期間における市民参加のスケジュール

R６年度

4月 5月 6月 7月 8月 3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

委員会②

各種アンケート

委員会①

10月 11月 12月 1月 2月 3月

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ①

R７年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月

委員会⑤ 委員会⑥委員会③ 委員会④

　現行の「第４次安城市生涯学習推進計画」及び「第２次安城市スポーツ振興計画」がいずれも

令和７年度で終了する。生涯学習とスポーツ振興は、生涯にわたる営みとして豊かな人生と社会の

形成に向けた共通の課題として取り組むことができるものであるため、相互に連携し、総合的かつ

計画的に施策を推進していくために一体的に計画を策定するものとする。

＜安城市生涯学習推進計画（生涯学習・スポーツ）＞

基本理念　「学びとスポーツで輝き、つながり、支え合い、元気になるまち」

パブリックコメント

■補足説明・計画の概要

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

②

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ

③④
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令和７年度（完了）市民参加推進調査シート 新規　・　継続

7 年 4 月 8 年 3 月 （ 1 年 0 か月間）

審議会等 審議会等

パブリックコメント パブリックコメント

市民説明会 市民説明会

ワークショップ ワークショップ

アンケート、eモニター ） その他（ アンケート、eモニター ）

２　市民参加方法の予定と実績

（１）審議会等

～ ～

5 人 ： 5 人 4 人 ： 6 人

回 回

無 無

（２）パブリックコメント

8 年 1 月頃 ～

日間 日間

予　定（R7） 実　績（R7）

意見募集期間 令和 意見募集期間 R7.12.14 R8.1.14

日数 30 日数 32

周知方法 市公式ウェブサイト 周知方法 市公式ウェブサイト

活用方法 計画の見直しへの資料 意見の反映 計画の見直しへの資料

備考 備考

計画の公開 公開 非公開 計画の公開 公開 非公開

年度毎の実績 公開 非公開 年度毎の実績 公開 非公開

委員名簿公開 公開 委員名簿公開 公開

議事録の公開 公開 非公開 議事録の公開 公開 非公開

回数 4 回数 4

内容 計画の見直し、アンケート結果検討 内容 計画の見直し、アンケート結果検討

会議の傍聴 公開 非公開 会議の傍聴 公開 非公開

委員構成内訳
公募市民2人、学識経験者2人、地元

有識者3人、市民団体代表3人
委員構成内訳

公募市民2人、学識経験者2人、地元有

識者3人、市民団体代表3人

委員の男女比（男性：女性） 委員の男女比 （男性：女性）

開催日 R7：4、9、11、2月 開催日 R7:7/4、9/19、11/20、2/20

備考

審議会等の名称 文化振興計画策定委員会 設置根拠 法律・条例

予　定（R7） 実　績（R7）

委員任期 R7.4.1 R8.3.31 委員任期 R7.5.1 R8.3.31

市民参加の

手法

予　定（R7） 実　績（R7）

その他（

（効果があった点等）

市民参加の手法を複数組み合わせ、市民の多様

な意見が反映されるよう努める。

年代や興味など幅広い市民の意見を聞くことができ

た。

１　概要

対象事項の

概要

実施期間 令和 ～令和

安城市教育大綱に基づき、分野別計画に相当する文化振興計画の見直しを実施する。

様式１－１

Ｎｏ． 7 対象事項 安城市文化振興計画の見直し

「市民参加を推進するためのガイドライン」(４

～10頁)のチェック項目を遵守した

（重視した点等）

課名 文化振興課 対象区分 （２）計画の策定・変更

ガイドライン

の遵守

予　定（R7） 実　績（R7）

「市民参加を推進するためのガイドライ

ン」(４～10頁)のチェック項目を確認した
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件 件 人

8 年 3 月頃 ～

（５）その他（アンケート）

7 年 6 月頃 ～

部 部

紙 部

Web 部

8 年 3 月頃

（５）その他（eモニター）

7 年 6 月 ～

部 部

郵送 部

Web 部

7 年 9 月結果公表時期 令和 結果公表時期 令和7年9月

活用方法 安城市の現状及び課題把握 意見の反映 結果を参考に成果指標を設定した。

回収数
-

（回収率 87.7 ％）
904

配布予定数 688 配布数 1,030

回収見込数 550 部 （回収率 80 ％）

抽出方法 eモニター登録者 抽出方法 eモニター登録者

調査方法 Eメールで送付、web回収 調査方法 Eメールで送付、web回収

調査時期 令和 調査時期 R7.8.1 R7.8.8

備考 備考

予　定（R7） 実　績（R7）

調査対象
市内在住または市内在勤・在学の18

歳以上の男女
調査対象

市内在住または市内在勤・在学の18歳

以上の男女

（回収率 60 ％）
77

結果公表時期 令和 結果公表時期 令和８年３月

活用方法 安城市の現状及び課題把握 意見の反映
安城市の現状及び課題を把握し、改訂

をすすめることができた。

配布予定数 約20 配布数 822

回収見込数 未定 部 （回収率 未定 ％） 回収数
416

抽出方法
R2策定当時に実施した文化芸術関係

団体・個人
抽出方法

R2策定当時に実施した文化芸術関係団

体・個人

調査方法 調査票郵送配布、郵送回収 調査方法 調査票郵送配布、郵送回収

調査時期 令和 調査時期 R7.7.16 R7.8.31

備考 備考

結果公表URL

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/s

hisetsu/kyoikushisetsu/bunsinkeikaku

pabukome.html

予　定（R7） 実　績（R7）

調査対象 市民活動団体・市民 調査対象 市民活動団体・市民

工夫点

・市の施設等に設置し、より多くの市民

の目に触れるようにする

・市民協働課が実施するパブリックコメ

ントに関するｅモニターアンケートに掲

載を依頼し、計画の周知を図る

意見の反映
ウェブサイト等に意見がなかった旨を

掲載

結果公表時期 令和 結果公表時期 R8.3.1

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、歴史博物館及び市民ギャラリー窓

口

周知方法

（設置場所）

広報あんじょう、市公式ウェブサイト、市

公式LINE

市民交流センター、中央及び各地区公民館

（11か所）、図書情報館（アンフォーレ

内）、歴史博物館及び市民ギャラリー窓

口、社会福祉会館及び各福祉センター、東

祥アリーナ安城、青少年の家

想定件数 1 提出件数 0
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なし

備考 備考

結果URL：

https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/e

monitor/r7result.html

３　実施期間以外での市民参加の実績について
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令和７年度（完了）　市民参加推進調査シート（対象事項の概要）

・

・

・

本計画の方向性

１　市民・市民団体の活性化

２　ソフト施策

３　ハード施策

課名 文化振興課 対象市民 全安城市民

ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ

ｺﾒﾝﾄ

意見を反映できる余地 余地がある・ある程度余地がある・あまり余地がない

決算額 R7:     403 千円

上記の理由 市の現状に合わせて計画を見直しを実施するため。

■策定期間における市民参加のスケジュール

【事業概要及びスケジュール】

■計画の概要

安城市における文化振興（芸術文化の振興、歴史博物館の運営、文化財の保護）を推進するための計

画。

様式１－２

Ｎｏ． 7 対象事項 安城市文化振興計画の見直し

《策定に関する掲載ページ：https://www.city.anjo.aichi.jp/shisei/shisetsu/kyoikushisetsu/anjo-

bunkashinkokeikaku.html》

《策定に関する掲載ページID：23465》

■策定の根拠（背景）

平成28年2月に策定された安城市教育大綱に基づき、文化振興に関する分野別の計画として、国・県

における教育施策や制度等の動向整理、本市の現状や課題等を踏まえて、総合的かつ効果的な計画を

策定する。

■計画期間

令和3年度～令和12年度（10か年）※5年に1回程度中間見直し

Ｒ7年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

eﾓﾆﾀｰ

1月 2月 3月

審議会①
ｱﾝｹｰﾄ

審議会② 審議会③ 審議会④

■補足説明・計画の概要

　「文化・芸術の振興」とは、市民が楽しく学び、また能動的に活動、参加することを通じて、「よ

り人間らしく、より善く生きるための技術を高め、人間らしい豊かな市民生活の実現に寄与するこ

と」と考え、文化振興計画では、具体的な施策を提言する。

芸術文化活動の当事者である市民個人、団体の活動促進の動機付けについての方向性。

市民の芸術文化活動を振興するための行政（一部市民団体等）が取り組む情報発信等の市民や市

民団体に向けたソフト施策の方向性及び行政が有する活動・発表の場の施設管理、活用に向けた

ソフト施策の方向性。

市民の芸術文化活動を振興するための行政（一部市民団体等）が取り組む活動の場の確保、活用

等のハード施策。
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